
令和４年２月２８日 

 教育相談・支援課 

 

 

世田谷区立小・中学校特別支援学級等整備計画の一部改定（案）の修正について 

 

 

１ 主旨 

区立小・中学校における特別支援学級等整備計画（以下「整備計画」という）の

一部改定（案）については、令和４年１月３１日の文教常任委員会で報告したとこ

ろであるが、その後、就学相談の状況を踏まえ、再度内容を精査したところ、整備

計画の一部改定（案）の修正が生じたので報告する。 

 

２ 主な修正内容 

小・中学校「自閉症・情緒障害特別支援学級（固定学級）」の整備計画の修正 

  

３ 修正した整備計画の一部改定（案） 

別紙のとおり 

 

４ 今後のスケジュール（予定） 

  令和４年 ３月 整備計画一部改定 
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令和４年３月一部改定 

世田谷区教育委員会 
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令和４年２月２５日現在 
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はじめに 

 

障害のある人と障害のない人が互いを尊重し、住み慣れた地域で支えあい、安心して生

活できる共生社会を実現するためにも、学校教育において、障害のある子どもと障害のな

い子どもがお互いを理解し、尊重しあえるインクルーシブ教育を推進していく必要があり

ます。 

子どもたちの個に応じた教育環境の充実や教員の専門性の向上などを通じて、一人ひと

りの可能性を伸長する教育を進めていくことが重要です。 

一方、障害の種別や特性などにより、少人数での学習など特別な支援を必要としている

子どもたちに対しては、特別支援学級等を整備し、必要な支援を提供していく必要があり

ます。 

本計画は、一定の期間と経費を必要とする特別支援学級等の施設整備を、より計画的に

行っていくため、将来的な需要や地域偏在の状況などを分析したうえで、年次計画として

策定するものです。 

今後も、全ての子どもたちが、生き生きと充実した学校生活を送ることができるよう、

個に応じた学習環境の向上や施設環境の整備、教員の専門性の向上などに取り組み、どの

子どもも等しく認められ尊重されるインクルーシブ教育を推進してまいります。 
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１．特別支援学級等の設置状況現状（令和３年５月現在） 

（１）特別支援学級について 

特別支援学級は、学校教育法第８１条に基づき、教育上特別な支援を必要とする児童

及び生徒のために小・中学校内に設置するものであり、世田谷区における設置状況は次

のとおりである。 

 区立小学校 区立中学校 

１ 知的障害学級（固定） ４６学級 ２２学級 

２ 肢体不自由学級（固定） ５学級 １学級 

３ 自閉症・情緒障害学級（固定） ３学級 ４学級 

４ 弱視学級（通級） １学級 ０学級 

５ 難聴学級（通級） ２学級 １学級 

６ 言語障害学級（通級） １１学級 ０学級 

７ 情緒障害等学級（通級） ０学級 ０学級 

合 計 ６８学級 ２８学級 

 

（２）特別支援教室（すまいるルーム）及び拠点校について 

特別支援教室は、発達障害等（自閉症スペクトラム、注意欠陥多動性障害、学習障害

等）の可能性や「他人とのコミュニケーションが苦手」など情緒面の発達にかたよりが

ある等、発達上の特性がある児童・生徒のための学び場であり、全区立小・中学校に整

備している。 

特別支援教室では、教員が複数の学校を巡回して指導にあたっており、教員の職員室

に相当する部屋をいくつかの学校（教員配置拠点校）の中に設置している。 

 区立小学校 区立中学校 

１ 特別支援教室（すまいるルーム） ６１校 ２９校 

２ 特別支援教室教員拠点設置校 ２５校 ７校 

 

 

２ 前提となる児童・生徒数の推移 

  世田谷区将来人口推計（令和３年７月補正）によると、児童数（６～１１歳）は、令

和５年頃まで増加し、その後、微減又は横ばいとなり、令和８年頃より減少し、令和２

０年頃に再び増加に転じると推計されている。 

  生徒数（１２～１４歳）は、令和１０年頃まで増加し、その後、減少するとし、令和

２０年頃より再び増加に転じると推計されている。 

  本計画の基礎となる特別支援学級等を利用する児童・生徒の人数については、人口推

計に基づく児童数・生徒数の増加傾向と令和３年５月１日時点の特別支援学級等の利用

人数から推計している。 
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３ 特別支援学級等の整備の考え方 

（１）特別支援学級等の整備の特性 

   特別支援学級等を整備する場合は、単に児童・生徒の学習用の部屋を必要とするだ

けでなく、関連する諸室を必要とすることから、１つの学校にまとめて複数の学級を

整備することが効果的となっている。 

この結果、①学校の建替や大規模改修に合わせて３～４教室分を確保し新設するか、

②既に特別支援学級等を設置している学校の余裕教室や倉庫などを活用して増設する

形で整備してきている。 

また、定数を若干名超えた状況への臨時的な対応として、１つの教室をパーテーショ

ン等で分けて２つの教室として活用することがある。 

  （参考）関連諸室の例 

種別 関連諸室 

知的障害学級 

自閉症・情緒障害学級 

クールダウン室 

肢体不自由学級 自立訓練室、多目的トイレ、シャワー室 

弱視学級、難聴学級 検査室 

   特別支援学級等に入級する児童・生徒の特性を考慮し、徒歩圏内あるいは公共交通

機関の利用による通学しやすい場所への設置が望ましいため、地域偏在を解消する必

要がある。 

 

（２）特別支援学級等整備の基本方針 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

１ 計画的な整備 

利用児童・生徒数を中長期的に予測し、整備計画を策定のうえ、計画的な施設

整備を行う。 

なお、利用児童・生徒数の予測については、区の人口推計や在籍児童生徒数に

合わせて概ね３年ごとに見直し、整備計画に反映させるものとする。 

 

２ 学校の建替や大規模改修日程に左右されない整備 

利用児童・生徒数の増加に伴い特別支援学級等の整備が必要となる場合は、通

常の学校の建替や大規模改修などのスケジュールにかかわらず、特別支援学級等

の増設のみを目的とした増築・学校改修を行うこととする。 

ただし、可能な限り学校の建替や大規模改修などのタイミングで増設できるよ

う配慮する。 
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４ 今後１０年間の整備計画 

（１）区立小学校 

①「知的障害学級」について、児童数の増加に伴う需要増を見込んでおり、瀬田小学

校の改築に合わせ令和７年度に２学級を増設するとともに、尾山台小学校における

学級の暫定的な増設による狭小化を解消する（Ｐ６）。 

 ②発達障害の児童等への支援を充実させるため、特別支援学級の新たな種別として令

和３年度に開設した「自閉症・情緒障害学級」について、令和４年度に２学級、令和

５年度に 1学級、令和６年度に２学級（池之上小学校）を増設する（Ｐ９）。 

                                  （単位：学級） 

 R2 時点 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

１ 知的障害学級（固定） 45 +1    +2 

-1 

     

２ 肢体不自由学級（固定） 4 +1          

３ 自閉症・情緒障害学級（固定） 0 +3 +2 +1 +2       

４ 弱視学級（通級） 1           

５ 難聴学級（通級） 2           

６ 言語障害学級（通級） 11           

７ 情緒障害等学級（通級） 0           

 

（２）区立中学校  

①「知的障害学級」について、生徒数の増加に伴う需要増を見込んでおり、北沢中学

校の調整可能な教室を利用して令和４年度に２学級を増設する（Ｐ１４）。 

 ②発達障害の児童等への支援を充実させるため、特別支援学級の新たな種別として令

和３年度に開設した「自閉症・情緒障害学級」について、令和５年度に１学級を新設

する（Ｐ１７）。 

                                  （単位：学級） 

 R2 時点 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 R11 R12 

１ 知的障害学級（固定） 21 +1 +2         

２ 肢体不自由学級（固定） 2           

３ 自閉症・情緒障害学級（固定） 0 +4  +1        

４ 弱視学級（通級） 0           

５ 難聴学級（通級） 1           

６ 言語障害学級（通級） 0           

７ 情緒障害等学級（通級） 3 -3          
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５ 区立小学校における特別支援学級の整備 

（１）小学校知的障害学級（固定学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の在籍児童数２９９名 

総定数＝学級数（１５校・４３学級）×学級定数（８名）＝３４４名 

※ 暫定定数 ３６８名 

定数を上回る児童の受入れのための臨時的対応として、弦巻小学校、尾山台 

小学校及び三宿小学校では、１つの教室をパーテーションで区切って２つの教室

として使用しており、４６学級＝暫定定数３６８名として運用している。 

弦巻小学校 在籍２６名。３学級だと２名オーバーにつき、１学級を

臨時増 

尾山台小学校 

 

在籍３１名。３学級だと７名オーバーにつき、１学級を

臨時増 

三宿小学校 在籍１８名。２学級だと２名オーバーにつき、１学級を

臨時増 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    全区的需要としては、人口増により小学校知的障害学級を必要とする児童数の増

加が見込まれるものの、令和８年度より児童数が減少し、当面の間、現在の総定数

は上回らないと想定している。 

    ただし、尾山台小学校については、本来の定員を７名上回っており、早期の狭小

状態の解消が必要となっている。また、小学校知的障害学級の玉川地域への設置が

少ない状況にあり、地域偏在の解消が必要な状況となっている。 

    [小学校知的障害学級（固定学級）在籍児童数推計 ※令和 2･3 年度は実数]   

     

  ③ 整備計画 

  ⅰ 瀬田小学校（玉川地域）の改築に合わせ、令和７年４月に新たに２学級（定員１

６名）を開設する（２学級増）。 

ⅱ この整備により１つの教室をパーテーションで２つに区切って利用している尾

山台小学校の狭小状態を解消する（１学級減）。 

  ⅲ 上記の対応により、今後の利用需要の増加にも当面の間対応できるものと想定し

ている。  
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小学校知的障害学級（固定学級）配置図（令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】      知的障害学級設置学校       

その他の小学校 

・  □内の数値は、令和３年５月１日現在の定員数 

           ・  知的障害学級設置校の距離円は半径１km 

             （世田谷区立小・中学校適正配置等審議会答申（平成 10 年度）より） 

・      整備が必要な地域 
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（２）小学校肢体不自由学級（固定学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の在籍児童数３０名 

総定数＝学級数（２校・４学級）×学級定数（８名）＝３２名 

※暫定定数 ４０名 

 松沢小学校については、定数を上回る児童の受け入れのための臨時的措置対応 

として、1 つの教室をパーテーションで区切って 2つの教室として使用し、運用し

ている。 

松沢小学校 在籍１９名。２学級だと３名オーバーにつき、１学級を

臨時増 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    全区的需要としては、肢体不自由学級を必要とする児童数は、人口増などにより

増加が見込まれるものの、令和８年度より児童数が減少し、当面の間、現在の総定

数を上回らないと想定される。 

    小学校肢体不自由学級は区内２校のみの設置であり、障害特性を考えると、増設

による地域偏在の解消よりも現在実施している通学のための移送事業により対応す

ることが適切である。 

 

 [小学校肢体不自由学級（固定学級）在籍児童数推計 ※令和 2･3 年度は実数]       

    
 

③ 整備計画 

    当面の間は、新設等は予定していない。 
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（３）小学校自閉症・情緒障害学級（固定学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の在籍児童数 ２２名 

総定数＝学級数（２校・３学級）×学級定数（８名）＝２４名 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    自閉症・情緒障害学級は、令和３年４月に新たに開設したところであるが、新た

な障害種別であることから、相談件数も増えている。 

    自閉症・情緒障害学級の需要数については、就学相談の実績が令和３年４月の入

級分のみであることから、当面の間、入級者の推移を見極める必要性がある。池之

上小学校が開設する令和６年度までの見込みを暫定的に算出し、長期的な推計につ

いては、令和６年度以降に改めて実施する。 

    なお、他の特別支援学級において行っている対応（定員を若干上回った場合に教

室をパーテーションで区切って教室数を増やす）は、障害特性から困難である。 

    また、当面は受け入れの強化を実施し、あわせて地域偏在についても、引き続き

解消に取り組む。 

 

[小学校自閉症・情緒障害学級（固定学級）在籍児童数推計] （令和３年度は実数） 

  

 

  ③ 整備計画 

   ⅰ 令和４年４月に旭小学校（世田谷地域）に１学級（定員８名）開設を予定してい

る。多聞小学校を 1 学級増とし、２学級とする。船橋小学校を１学級増とし、３学

級とする。 

  ⅱ 令和５年４月に１学級開設する。 

  ⅲ 令和６年４月に池之上小学校（北沢地域）に２学級（定員１６名）の開設を想定

している。 
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小学校自閉症・情緒障害学級（固定学級）配置図（令和３年度） 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】      自閉症・情緒障害学級設置予定学校（令和３年４月）       

その他の小学校 

・  □内の数値は、令和３年５月１日時点の定員数 

           ・  自閉症・情緒障害学級設置校の距離円は半径１km 

             （世田谷区立小・中学校適正配置等審議会答申（平成 10 年度）より） 

・        整備が必要な地域 
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奥沢  
東玉川 

中町 

等々力 

東深沢 

桜町  

深沢 

駒沢 中丸 

中里 

駒繋 

池尻 

三宿  

多聞 8 

池之上 

三軒茶屋 

太子堂 

代沢 

若林 
城山 

山崎  

弦巻  
松丘 

京西 

用賀 

笹原 桜丘 
桜 

世田谷 

代田 

下北沢  

松原 

松沢  

赤堤 

経堂  

船橋 16 

希望丘 

八幡山 

上北沢 

塚戸 

千歳台 

芦花  

環状八号線 
環状七号線 

旭  
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 （４）小学校弱視学級（通級指導学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の利用児童数１４名 

総定数＝学級数（１校・１学級）×学級定数（２０名）＝２０名 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    区内では１校（笹原小学校）のみに設置されている。弱視学級を必要とする児童

数は、人口増などにより増加が見込まれるものの、令和８年度より児童数が減少し、

当面の間、現在の総定数を上回らないと想定される。仮に定数を若干上回ったとし

ても、現在の教室を２分割して２教室として利用する形で対応可能である。 

 

[小学校弱視学級（通級指導学級）利用児童数推計 ※令和 2･3 年度は実数]                        

   
  

 ③ 整備計画 

    当面の間は、新設等は予定していない。 
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（５）小学校難聴学級（通級指導学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の利用児童数１５名 

総定数＝学級数（２校・２学級）×学級定数（２０名）＝４０名 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    区内では２校（駒沢小学校・烏山北小学校）に各１教室設置されている。難聴学

級を必要とする児童数は、人口増などにより増加が見込まれるものの、令和８年度

より児童数が減少し、当面の間、現在の総定数を上回らないと想定しており、新た

な施設整備は必要ない。 

 

[小学校難聴学級（通級指導学級）利用児童数推計 ※令和 2･3 年度は実数]                        

 
 

 ③ 整備計画 

    当面の間は、新設等は予定していない。 
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（６）小学校言語障害学級（通級指導学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の利用児童数１８８名 

総定数＝学級数（４校・１１学級）×学級定数（２０名）＝２２０名 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    区内では４校（駒沢小学校・九品仏小学校・砧小学校・烏山北小学校）に計１１

教室設置されている。言語障害学級を必要とする児童数は、人口増などにより増加

が見込まれるものの、令和８年度より児童数が減少し、当面の間、現在の総定数を

上回らないと想定される。仮に定員を上回ったとしても、当面は現在の教室を２分

割して２教室として利用する形で対応可能である。 

     

［小学校言語障害学級（通級指導学級）利用児童数推計 ※令和 2･3 年度は実数］   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 整備計画 

    当面の間は、新設等は予定していない。 

       
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（名） 

総定数 



14 

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

６ 区立中学校における特別支援学級の整備 

（１）中学校知的障害学級（固定学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の在籍生徒数１５８名 

総定数＝学級数（７校・１９学級）×学級定数（８名）＝１５２名 

※ 暫定定数 １７６名 

定数を上回る生徒の受入れのための臨時的対応として、八幡中学校及び松沢 

中学校では、１つの教室をパーテーションで区切って２つの教室として使用し 

ており、２２学級＝暫定定数１７６名として運用している。 

八幡中学校 在籍３１名。２学級だと１５名オーバーにつき、２学級

を臨時増 

松沢中学校 在籍２３名。２学級だと７名オーバーにつき、１学級を

臨時増 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    全区的需要としては、人口増により知的障害学級を必要とする生徒数の増加が見

込まれるものの、当面の間、需要に対しては対応できるものと想定している。 

また、定数を上回る生徒の受入れのための臨時的対応として、八幡中学校及び松

沢中学校では、１つの教室をパーテーションで２つの教室として使用しており、そ

の狭小状態の解消が必要な状況となっている。さらに、北沢地域・玉川地域の西部

に知的障害学級が設置されておらず、地域偏在の解消も急がれる状況となっている。 

   [中学校知的障害学級（固定学級）在籍生徒数推計 ※令和 2･3 年度は実数]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  ③ 整備計画  

  ⅰ 令和４年４月に、北沢中学校（北沢地域）の調整可能な教室を利用して知的障害

学級２学級（定員１６名）を増設する。 

  ⅱ ⅰの整備により、総定数は２１学級・１６８名となるが、暫定定数では２４学級

１９２名となり当面の間、需要に対しては対応できるものと想定している。 

  ⅲ 地域偏在の課題もあり、将来的には暫定的対応で生徒を受け入れている２４学級

１９２名の定数化を図る。 

（名） 

総定数 
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中学校知的障害学級（固定学級）配置図（令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】      知的障害学級設置中学校       

その他の中学校 

・  □内の数値は、令和３年５月１日現在の定員数 

           ・  知的障害学級設置校の距離円は半径１.５km 

             （世田谷区立小・中学校適正配置等審議会答申（平成 10 年度）より） 

        ・      整備が必要な地域 

  

八幡 知的３２ 

砧 知的３２ 

上祖師谷 知的 16 

芦花 知的２４ 

松沢 知的２４ 

世田谷 知的２４ 

弦巻 知的２４ 

深沢 

奥沢 

三宿 

尾山台 

玉川 

瀬田 

砧南 

喜多見 

富士 

東深沢 

駒沢 
駒留 

北沢 

梅丘 

桜木 

桜丘 

用賀 

船橋希望 

千歳 

烏山 

緑丘 

太子堂 

環状七号線 
環状八号線 



16 

0

2

4

6

8

10

12

14

16

（２）中学校肢体不自由学級（固定学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の在籍生徒数８名 

総定数＝学級数（１校・２学級）×学級定数（８名）＝１６名 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    全区的需要としては、肢体不自由学級を必要とする生徒数は、人口増などにより

増加が見込まれるものの、当面の間、需要に対しては対応できるものと想定してい

る。 

    中学校肢体不自由学級は区内１校のみの設置であり、障害特性を考えると、増設

による地域偏在の解消よりも現在実施している通学のための移送事業により対応す

ることが適切である。 

 

 [中学校肢体不自由学級（固定学級）在籍生徒数推計 ※令和 2･3 年度は実数]  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 整備計画 

    当面の間は、新設等は予定していない。 

 

  

（名） 
総定数 
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（３）中学校自閉症・情緒障害学級（固定学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の在籍生徒数２６名 

総定数＝学級数（１校・４学級）×学級定数（８名）＝３２名 

 ② 全区的需要・地域偏在 

   自閉症・情緒障害学級は、令和３年４月に新たに開設したところであるが、新たな

障害種別であることから、相談件数も増えている。 

    自閉症・情緒障害学級の需要数については、就学相談の実績が令和３年４月の入

級分のみであることから、当面の間、入級者の推移を見極める必要性がある。小学

校に合わせ令和６年度までの見込みを暫定的に算出し、長期的な推計については、

令和６年度以降に改めて実施する。 

    北沢地域に１校のみの設置であることから、地域偏在の解消が必要であり、地域

バランスも考慮しながら、他地域への中学校自閉症・情緒障害学級の設置を検討す

る。 

 

 [中学校自閉症・情緒障害学級（固定学級）在籍生徒数推計] （令和３年度は実数） 

  
 

 

③ 整備計画 

  ⅰ 令和４年度は、令和３年度在籍していた不登校生徒の受け入れを終了し、定数を

３学級２４名とする。 

ⅱ 令和５年４月に喜多見中学校に１学級開設する。 
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中学校自閉症・情緒障害学級（固定学級）配置図（令和３年度） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

【凡例】      自閉症・情緒障害学級設置予定中学校（令和３年４月）       

その他の中学校 

・  □内の数値は、令和３年５月１日時点の定員数 

           ・  自閉症・情緒障害学級設置予定校の距離円は半径１.５km 

             （世田谷区立小・中学校適正配置等審議会答申（平成 10 年度）より） 

        ・       整備が必要な地域 
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（４）中学校難聴学級（通級指導学級） 

 ① 現状 

    令和３年５月１日現在の利用生徒数５名 

総定数＝学級数（１校・１学級）×学級定数（２０名）＝２０名 

 ② 全区的需要・地域偏在 

    全区的需要としては、難聴学級を必要とする生徒数は、横ばい状態が続くものと

見込まれる。 

 

 [中学校難聴学級（固定学級）利用生徒数推計 ※令和 2･3 年度は実数]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ③ 整備計画 

    当面の間は、新設等は予定していない。 
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総定数 
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７ 区立小・中学校における特別支援教室拠点校（教員配置拠点校）の整備 

 

（１）特別支援教室拠点校（教員配置拠点校）について 

  特別支援教室拠点校は、特別支援教室で子どもたちを教える教員の職員室に相当する。 

  特別支援教室（すまいるルーム）は全小・中学校に配置されているが、教員について

は複数の学校ごとに１つの教員拠点配置校を設置し、教員は拠点校を中心に小・中学校

を巡回して授業を実施している。 

  今後、特別支援教室の利用児童・生徒の増加に伴い教員の人数も増加することが予想

される。また、各学校への巡回を効率的に行うためにも拠点校の増設が必要である。 

 

（２）小学校特別支援教室拠点校の整備について 

 ① 小学校数         ６１校 

 ② 特別支援教室拠点校    ２５校（小学校３校につき１校） 

 ③ 将来的な整備目標     ３０校（小学校２校につき１校） 

 ④ 整備計画（～令和１２年度）令和４年４月に２校増設し、２７校を整備する。今後

は、将来的な整備目標の達成に向けて検討する。 

 

（３）中学校特別支援教室拠点校の整備について 

 ① 中学校数         ２９校 

 ② 特別支援教室拠点校     ７校（中学校５校につき１校） 

 ③ 将来的な整備目標      ８校（中学校４校につき１校） 

 ④ 整備計画（～令和１２年度）学校の増改築や調整可能な教室の発生のタイミングに

合わせて中学校１校に特別支援教室拠点校を整備する。 

 


